
はじめに 
 今日の日本は人口の平均寿命の延長、出生率の低下が重なって高齢化社会へと変わった。

そうした高齢化社会を目前にして、２１世紀の日本は社会福祉、高齢者福祉を含めて大き

な転換期にさしかかっている。戦後の医療技術の発展、生活水準の全般的な改善により、

乳幼児死亡率、青年期の結核死亡率が大幅に低下し長寿化が進行していった。近年の平均

寿命の伸びは、主として高齢者層の死亡率の改善によるものであり、脳溢血等の脳血管疾

患による死亡率の低下が特に顕著であった。 
出生率の低下については第１次ベビーブームの後、急速に出生率が低下し、その後、再

び出生率が上昇した時期があり、現在はその出生数の少ない世代が出産する時期を迎えた

ために次第に出生数が減少してきた。こうした出生数の低下の背景には女性の高学歴化、

就業化、ライフスタイルの多様化、晩婚化等があげられる。 
いずれにしても、このような結果、誕生した今日の高齢化社会では訪問介護（ホームヘル

プサービス）や訪問入浴介護、訪問介護、通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーシ

ョン（デイケア）、短期入所生活介護（ショートステイ）、特別養護老人ホーム、住宅のバ

リアフリー化等、多様な高齢者福祉サービスが確立されてきた。しかし、こういったサー

ビスは主として寝たきりや痴呆等、介護を必要とする高齢者に向けられた施策であり、日

常、介護を必要としない健康な高齢者に対して生きがいの糧となるようなサービスは立ち

遅れているように思われる。高齢化社会は、「現役世代が高齢世代を支える社会」と認識し

がちだが、「多数の元気な高齢者を含め、皆で支え合う社会」「蓄積された知識と経験を有

する高齢者が多く存在する、知的資源が豊かな社会」というように、積極的に捉え直して

いく必要がある。そのためにも高齢者の生きがいづくりの手助けになるような施策やサー

ビスがこれからの日本の高齢化社会には必要なのである。 
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第１章 高齢化社会の現状 
第１節 高齢者の概念 
加齢による老化には個人差があるため特定の暦年齢に達すれば全員を高齢者と決めつけ

ることには無理があるだろう。そこで、老人福祉法では何歳から高齢者とみるかは社会や

時代によって異なるため、高齢者について特に定義した条文は定めていない。 
現に、厚生省は「本法上の高齢者という用語の解釈は、社会通念上把握される概念にこ

められており、強いて、定義すれば、心身の老化現象が顕著であり、かつ、社会的にも高

齢者と認められるような人といえよう」(１)としているが、高齢者福祉にかかわる施策や事

業・活動をみてみると、特別養護老人ホームの入所資格はおおむね６５歳以上と定めてい

るのに対し、老人クラブの入会資格はおおむね６０歳以上となっている。また、地方自治

体による在宅福祉サービスの利用資格はおおむね６０歳以上や６５歳以上、７０歳以上の

者というようにバラつきもあるのが実態である。 
そこで、国際連合は個人差によってバラつきのある老化の概念に代えて高齢化の概念を

用い、「個人の高齢化と人口の高齢化は別の概念であり、個人の高齢化は何とおりにも定義

される」ものの、「便宜上の、そして、最も便利な定義は６５歳以上を高齢者とする」と定

義づけている。そのうえで、暦年齢にもとづく年齢区分によって６５歳以上人口を老年人

口であるとし、特に６５歳から７４歳までの高齢者を｢前期高齢者｣、７５歳以上を｢後期高

齢者｣と位置づけている。 
 
 

第２節 人口の変動と高齢者人口の推移 
１ 日本の人口構造の変動 

日本の人口の実態あるいは各種行政施策等の基礎資料となる統計調査に｢国勢調査｣(２)が

ある。最初にこの調査が実施されたのは１９２０年であり、日本の総人口は５、５９６万

人であった。戦後、日本の総人口は１９５０年には８，４１２万人であったが、１９９５

年に１億２，５５７万人となり、４５年間で４，１４５万人の増加が示されている。 
前回の１９９０年に実施された国勢調査では１億２，３６１万人であったことから、１

９９５年までの５年間で１９６万人の増加となる。ただし、この増加率は日本の戦後の人

口史上最も低い増加率である。例えば、総人口の増加の５年ごとの変化をみると１９５０

年から１９５５年は５９６万人、１９７０年から１９７５年は７２８万人と大幅な増加が

みられるが、１９８０年から１９８５年は３９９万人、１９８５年から１９９０年は２５

６万人と、増加数が近年下がっていることがわかる。高齢者人口にいたっては１９２０年

に２９４万人であったのが１９９６年には１、９０２万人に達し、高齢化社会へと人口構

造が変動していることがわかる。 
高齢化社会とは人口高齢化が進行する社会のことであり(３)、変化し続ける社会の中でさ
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まざまな社会問題が発生するのである。 
 

２ 高齢者人口の推移 
高齢者人口の推移を見ると６５歳以上の高齢者は、１９５０年には４１６万人であった

が、その後急速に増え続け、１９８０年には１，０６５万人に達している。そして、１９

９５年になると１，８２６万人となり、１９５０年からの４５年間で約４，５倍になって

いることがわかる。高齢者人口は１９５０年には４，９％であったが、１９７０年には７，

１％に到達している。６５歳以上の高齢者の比率が７％台を超えた時期から高齢者社会と

いう用語が特に使われるようになったが、１９９５年には１４，５％となり、今後さらに

その速度を速めることも推計されている。｢厚生省人口問題研究所｣の推計によれば、２０

００年には高齢者の割合は１７，２％、そして２０２５年には２７，４％となる予測がた

てられており、国民の４人に１人が６５歳以上の高齢者となる見込みである。 
また、高齢者人口の推移はその人口が増加するということだけではなく、いわゆる後期

高齢者が急速に増加することを内包している。１９９０年では前期高齢者の総人口に占め

る比率は７，２％、後期高齢者は４，８％であったが、２０２５年には前期高齢者１１，

３％、後期高齢者１４，５％と推計され、後期高齢者が前期高齢者の数を上回ることにな

る。 
 
 

第３節 人口高齢化の要因と特徴 
１ 高齢化の要因 
(１)平均寿命の伸長 
戦後間もない１９４７年には男子５０，０６年、女子５３，９６年であった平均寿命は、

１９５１年には男子６０，８年、女子６４，９年となり、男女とも約１０年の伸びがみら

れた。その後、１９７１年には男子７０，１７年、女子７５，５８年に伸び、１９９５年

には男子７６，３６年、女子８２，８５年までに至っている。 
日本人の平均寿命が伸長した背景には、生活環境の改善により死亡率が大幅に低下した

ことが考えられる。死亡率の低下には経済的生活水準の向上、あるいは医学・公衆衛生学

の発展、社会保障制度の確立等が貢献しているが、こうした要因によって低下した死亡率

は、乳児死亡率だけでなく、近年は青壮年層および高年齢層の死亡率にも影響を与えてい

る。特に、高年齢層の死亡率の低下は｢平均余命｣(４)の延長を意味しておりライフサイクル

の変化にも影響を与えている。厚生省人口問題研究所の｢日本の将来推計人口｣(平成４年９

月推計)によると、平均寿命(５)は２０００年には男子７７，３年、女子８３，７７年となり、

２０２５年には男子７８，２７年、女子８５，０６年と仮定されている。これからの日本

社会は、人生８０年時代へと移行し、｢超高齢化社会｣が近い将来到来することになるわけ
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である。 
(２)出生率の低下 
日本の出生率の低下が叫ばれて久しいが、それは戦後の出生数の推移をみれば明らかで

ある。１９４７年には２６８万人であったが、１９６０年に１６１万人、１９８０年１５

８万人、１９８５年には１４３万人へと減少している。つまり、戦後の｢第１次ベビーブー

ム｣期に比較すると、近年は約２分の１の出生数であり、｢少子化社会｣といわれる用語を定

着化させたといってよい。 
出生率(人口１０００人対)の推移を示せば「第１次ベビーブーム」期の１９４７年は３４，

３、また１９５０年には２８，１であったが、１９９５年には９，６まで低下しているの

である。こうした少子化傾向を「合計特殊出生率」(６)で表わしてみてもわかるように、１

９４７年に４，５４であった数値が、１９９６年には１，４３となっている。 
合計特殊出生率が２，０８を下回ると新旧世代の１対１の人口再生産ができないといわ

れており、以下その推移を示してみると、１９５０年３，６５、１９６０年２，００、１

９７０年２，１３、１９８０年１，７５、１９９０年１，５４となっている。合計特殊出

生率の低下傾向には、晩婚化・晩産化が影響しているといわれており、同時に夫婦の完結

出生児数の減少、未婚率の上昇も含め少子化社会を形成する要因となっている。 
 

２ 高齢化の特徴 
(１)人口高齢化速度 
 ｢人口高齢化速度｣の測定方法として一般的に用いられるのは、国の高齢者人口(６５歳以

上の者)の割合が７％に達した時点から、その割合が２倍の１４％になるまでの年数を図る

方法である。 
 日本の高齢化の速度は他の国々と比べて非常に速い。これは日本の高齢化の歴史が浅い

ことを示しており、１９６５年代になって高齢化が目立ち始めてのであった。 
日本は１９７０年に高齢者人口が７％を超え、１９９４年に１４％の水準に達した。７％

から１４％までに要した期間は２４年ということになり、急激な速さで高齢化が進んでき

た。このままのペースで高齢化が進むと２００６年には高齢者人口が２０％になると推計

されており、このような極端に早い速度の高齢化は日本の特徴として指摘されており、迅

速にかつ着実に社会保障体制を確立していかなければならない過渡期にきているといえる

だろう。 
(２)地域による差異 
日本の高齢化は、諸外国に例をみない速さで進行しているが、この現象は全国均一に進

行しているというわけではない。１９７０年代からの都道府県別６５歳以上人口(高齢者人

口)の割合を示しているが、１９７０年の段階ですでに高齢者人口の割合が１０％を超えた

ところは島根県、高知県、鹿児島県である。１９９０年においてもこれら３県は高齢者人
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口の割合が１、２、３位を独占しており、いわば高齢者先進県といえる。もちろん、高齢

者先進県はこれら３県だけでなく、東北地方や北陸周辺、四国、山陰、九州地方にも多く 
みられる。 
 高齢者先進県は１９６０年代以降の高度経済成長期に多くの労働力人口を送り出してお

り、特に農村漁村地域の人口減少、若年層の減少が顕著であった。若年層の大都市への流

出やそれに伴う人口減少はまさに地域の過疎化をうみだすことになり、今後も地域特有の

対応が必要となってくる。 
 １９９５年に高齢者人口の最も低い割合を示す県は埼玉県となっている。また、神奈川

県、千葉県もともに最下位を争っている。こうした大都市周辺部が今後も全国的視野から

みれば、高齢者の割合が低い県として位置づけられようが、２０００年には埼玉県で高齢

者人口の割合が１１，７８％、神奈川県は１３，００％、千葉県は１３，１５％と、着実

に高齢化は進行すると考えられている。また、東京都や大阪府のように高度経済成長期に

多数の労働力人口を迎え入れた都府県においても人口高齢化は他県に比較して遅れてはい

るものの、進行しているのが現状である。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注 
(１) 厚生省社会局老人福祉課監修『改訂老人福祉法の解釈』中央法規出版より。 
(２) 総務庁統計局統計調査部国勢統計課主管によるもの。 
(３) 高齢化社会とは別に高齢社会という用語があるが、後者は高齢者人口の割合が一定のレ

ベルに到達した社会として使用されることが多い。 
(４) それぞれの年齢の人がそれ以降に生存する年数を平均した数値を意味する。 
(５) ゼロ歳を基点とした対象集団の平均余命を示している。 
(６) ある年の女性の出産年齢(１５～４９歳)別出生率の総和のこと。 


